
〇環境学習をはじめてみませんか？

〇環境学習アドバイザーの講師になってみませんか？

≪問合せ先≫
浦安市環境部環境保全課
�279-8501 浦安市猫実１-１-１ 市役所６階

電 話：047-352-6482 FAX：047-381-7221
メール：kankyouhozen@city.urayasu.lg.jp



環境学習アドバイザーを活用して
みませんか？

学校・幼稚園・こども園・保育園・自治会・事業者等

に講師派遣可能

会場は主催団体の他、三番瀬環境観察館や

浦安市総合公園などの市の施設で利⽤可能

希望をもとに講師が講義や体験講座を実施



〈実施の流れ〉

①派遣申込

• 申込要件を確認したうえで、別紙「浦安市環境学習アドバイザー派遣申込書」に必要事項を記入し、事務局へ
ご提出ください。初めて申込をされる方は、まずはお電話等でご相談ください。

• 申込期限は実施日の30日前までです。1団体につき、年度上限３回まで派遣可能です

②日時・

アドバイザー
の決定

• 事務局にて、提出された申込書の内容をもとに派遣するアドバイザーを決定します。

③打合せ

・準備

• 実施日までに、主催者と環境学習アドバイザー及び事務局で、事前打合せや必要な準備等を行います。

④実施

• 主催者側が用意した会場や市の施設などでプログラムを行います。

⑤結果報告

• 活動終了後、その結果について、「浦安市環境学習アドバイザー派遣研修会等実施結果報告書」に記入し、事
務局へご提出ください。

• 報告書はHPよりダウンロードできます。



環境学習アドバイザー プログラム内容一覧

服部 丈夫
はっとり たけお

岡田 瑞恵
おかだ みずえ

小林 恵子
こばやし けいこ

横山 清美
よこやま きよみ

今井 学
いまい まなぶ

川島 謙治
かわしま けんじ

島野 圭司
しまの けいじ

・千葉県地球温暖化防止活動推進員 ・自然観察指導員
・自然体験活動リーダー
・ネイチャーゲームコーディネーター

・自然観察指導員 ・千葉県環境学習指導養成講座修了
・千葉県環境学習アドバイザー
・ビーナスプラザ市民スタッフ

・自然観察指導員 ・千葉県環境学習指導養成講座修了
・千葉県地球温暖化防止活動推進員
・IPCCリポートコミュニケーター

・浦安環境審議会市民委員
・千葉県環境学習指導養成講座終了
・千葉県地球温暖化防止活動推進員
・IPCCリポートコミュニケーター

■ ケナフの栽培（種まき・成育・種とり）
■ ケナフ紙すき
■ ケナフ畑の虫捕り

■ ネイチャーゲーム
■ 牛乳パック紙すき
■ リサイクル工作

■ 自然観察会
■ ネイチャークラフト
■ 校庭の木を調べよう

■ 三番瀬を大切に（アサリわくわく調査）
■ 川を汚したのはだれ？（川の学習）
■ こどもと感じる「センス・オブ・ワンダー」

■ 三番瀬の生き物
■ 川の学習
■ 身近な自然

■ 地球に優しい省エネを考える
■ 食べ物はどこから来たの？
■ リサイクル工作

■ どこでエネルギーを使っているかな
■ 食べ物をめぐる物語
■ 私たちの暮らしと地球温暖化
■ 二十四節気

現在、登録者を募集中です
アドバイザーの一員になりませんか？



～アドバイザー派遣の注意事項～

〇申込要件

・１回の派遣時間は原則４時間以内、年度上限３回まで

・参加者が10人以上が見込まれるもので、市内在住者、通勤者、通学者を対象とすること
・市内で開催すること
・営利・政治・宗教的活動を目的としないこと
・申込は先着順です。申込み多数の場合は年度途中で受付を終了することがあります。

〇プログラム
・内容により、準備いただく備品及びその費用が発生します。
・市外への移動を含むプログラムはできません。
・視察等により市職員または関係者が訪問することあります。

〇その他

・活動終了後、２週間以内にアドバイザー・主催者は報告書を提出してください。
・会場の確保や必要な機器、参加者の保険等は主催者側で用意してください。



～アドバイザーの登録～

〇登録要件(いずれかに該当するもの)
・千葉県が行う環境学習指導者の要請に関する講座、講習会等を修了した者
・千葉県知事が委嘱した地球温暖化防止活動推進員
・環境カウンセラー登録制度実施規定に規定する環境カウンセラー
・社団法人日本ネイチャーゲーム協会の認定を受けたネイチャーゲームに関する指導員
・財団法人日本自然保護協会の認定を受けた自然観察指導員
・上記のものと同等の知識及び経験を有すると市長が認めるもの

〇申込み
・浦安市環境学習アドバイザー登録申込書を記入して提出してください。
・審査後、登録通知書を送付します。
・登録の有効期間は登録の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとなります。
(例)令和６年７月１０日登録→令和８年３月３１日まで
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